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食 品 安 全 委 員 会  

リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 専 門 調 査 会  

第 5 0 回 会 合 議 事 録  

  

１．日時  平成 23 年１月７日（金）  10:30～ 12:30  

 

２．場所  食品安全委員会大会議室 

 

３．議事 

（１）平成 22 年度の食品安全委員会のリスクコミュニケーションの実施状況について 

                             ・・・・ ４ページ 

（２）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の選定過程において国民への 

情報提供を行うこととされた危害要因への対応について ・・・・ １７ページ 

 （３）その他：食品安全モニター課題報告「食の安全性に関する意識等について」 

                              ・・・・ ４０ページ  

４．出席者 

  （専門委員）   

阿南座長、石井専門委員、唐木専門委員、近藤専門委員、新保専門委員、 

近崎専門委員、中谷内専門委員、築地原専門委員、堀口専門委員、 

山本（茂）専門委員、山本（唯）専門委員 

（専門参考人） 

  川田専門参考人 

（食品安全委員会委員） 

小泉委員長、長尾委員、野村委員、畑江委員、廣瀬委員 

 （事務局） 

    栗本事務局長、大谷事務局次長、西村総務課長、 

原嶋勧告広報課長、新本リスクコミュニケーション官 

 

５．配布資料 

資料１ 平成 22 年度食品安全委員会運営計画の実施状況（リスクコミュニケーション

関係） 
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資料２ 平成 22 年度の各種取組の実施概要 

 資料３ 平成 23 年度食品安全委員会予算（案）の概要 

資料４ 食品安全委員会が自らの判断で行う食品健康影響評価 

  資料５ 自ら評価の提案案件に関する食品安全委員会の情報提供の実績 

  資料６ 食品安全委員会による情報提供の実施例 

  資料７ 食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」（平成 

22 年８月実施）の結果（要約） 

  参考資料１ （平成 22 年度）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件候補 

        を選定するための案件一覧[平成 22 年 9 月 28 日企画専門調査会 資料 6] 

  参考資料２ （平成 22 年度）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の候 

        補について[平成 22 年 9 月 28 日企画専門調査会 資料 7] 

  参考資料３ 平成 22 年度「自ら評価」案件の対象候補についてのまとめ案[平成 22 

年 12 月 16 日企画専門調査会 資料 2] 

  参考資料４ （平成 22 年度）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件候補 

        関連基礎資料[平成 22 年 12 月 16 日企画専門調査会 資料 1] 

  参考資料５ 評価に価する知見やデータの有無について担当の専門調査会の意見を聞 

        くべきものと整理された案件について[平成 22 年 12 月 16 日企画専門調 

査会 資料 4] 

  参考資料６ 食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」（平 

成 22 年８月実施）の結果 

 

６．議事内容 

○阿南座長 では、定刻になりましたので、ただいまから第 50 回「リスクコミュニケーシ

ョン専門調査会」を開催させていただきたいと思います。 

皆様、明けましておめでとうございます。皆様には、新年早々、御多忙の中、御出席い

ただきまして、大変ありがとうございます。 

 本日は、専門委員の中では、廉林さん、多賀谷さん、広田さん、宮地さん、専門参考人

の中村さんが御都合により御欠席ということでございます。 

 食品安全委員会からは、リスクコミュニケーター専門調査会の担当委員でいらっしゃい

ます、小泉委員長、野村委員、少し遅れるそうですが畑江委員と、長尾委員、廣瀬委員に

も御出席をいただいております。よろしくお願いいたします。 
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 食品安全委員会事務局からの出席者につきましては、お手元の座席表を御覧いただきた

いと思います。 

 なお、昨年８月、勧告広報課長の異動がありましたので、御紹介したいと思います。 

 原嶋さん、お願いします。 

○原嶋勧告広報課長 もう４、５か月になるんですけれども、昨年の８月に勧告広報課長

になりました原嶋と申します。よろしくお願いいたします。 

○阿南座長 ありがとうございます。 

 それでは、まず、事務局から、本日の配布資料の確認をお願いいたします。 

○新本リスクコミュニケーション官 それでは、資料の確認をお願いいたします。 

 議事次第の後に座席表がございます。 

 資料１は「平成 22 年度食品安全委員会運営計画の実施状況（リスクコミュニケーション

関係）」。 

 資料２は「平成 22 年度の各種取組の実施概要」。 

 資料３は「平成 23 年度食品安全委員会予算（案）の概要」。 

 以上が、議事１の関連になります。 

 次が議事２の関連になります。 

 資料４は「食品安全委員会が自らの判断で行う食品健康影響評価」。 

 資料５は「自ら評価の提案案件に関する食品安全委員会の情報提供等の実績」。 

 資料６は「食品安全委員会による情報提供の実施例」。 

 資料７は、その他の議事の中で御報告予定ですが「食品安全モニター課題報告『食品の

安全性に関する意識等について』（平成 22 年８月実施）の結果（要約）」でございます。 

 参考資料は、議事２の関係です。 

 参考資料１は「（平成 22 年度）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件候補

を選定するための案件一覧」。 

 参考資料２は「（平成 22 年度）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の候

補について」。 

 参考資料３は「平成 22 年度『自ら評価』案件の対象候補についてのまとめ案」。 

 参考資料４は「（平成 22 年度）食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件候補

関連基礎資料」。 

 参考資料５は「評価に価する知見やデータの有無について担当の専門調査会の意見を聞

くべきものと整理された案件について」。 
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 参考資料６は「食品安全モニター課題報告『食品の安全性に関する意識等について』（平

成 22 年８月実施）の結果」でございます。 

 それから、別途色刷りで「食品安全モニターになりませんか」というチラシが入ってご

ざいます。これは本日から募集を開始したものでございまして、本日ホームページに掲載

するとともに、各方面に配布をして、参加者の募集を始めたものでございます。皆様方に

おかれましても、是非お声かけをいただけるとありがたいと考えております。このチラシ

につきましては、複数ございますので、御入り用であれば御用意させていただきたいと思

います。 

 資料の説明は、以上でございます。 

 

議 事 （１）平 成 22 年 度 の食 品 安 全 委 員 会 のリスクコミュニケーションの実 施 状 況 について  

○阿南座長 ありがとうございました。 

 それでは、今日は３つ議題がございますけれども、最初の議題であります「平成 22 年度

の食品安全委員会のリスクコミュニケーションの実施状況について」から始めたいと思い

ます。 

 平成 21 年９月の消費者庁の設置に伴いまして、リスクコミュニケーションに関します食

品安全委員会の所掌事務が変更されております。その中で、当リスクコミュニケーション

専門調査会においては、食品安全委員会のリスクコミュニケーションの実施状況を検証し

ながら、改善策の審議を行うことにしているところです。昨年４月に開催しました前回の

専門調査会において、平成 22 年度の食品安全委員会運営計画に基づくリスクコミュニケー

ションの取組の実施案について、事務局から報告を受けて、審議をいたしました。 

 本日は、昨年の４～12 月までにおける食品安全委員会のリスクコミュニケーションの実

施状況について、事務局から中間報告を受けて、より一層効果的で適切なリスクコミュニ

ケーションが進められるよう、改善すべき点などについて御審議をいただきたいと思いま

す。 

 平成 23 年度の予算案も明らかとなっておりまして、これから 23 年度の食品安全委員会

の運営計画が検討されていく時期でもあります。本日の審議が 23 年度のリスクコミュニケ

ーションの検討に反映されていくことになりますので、活発な議論をお願いしたいと思い

ます。 

 なお、次回の専門調査会をできれば３月ごろに開催をして、本日の審議を踏まえた 23

年度のリスクコミュニケーションの取組の計画について、事務局から報告を受けて、審議
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をしたいと考えております。 

 では、事務局から、これまでの 22 年度の食品安全委員会のリスクコミュニケーションの

実施状況と 23 年度予算案についても御報告をお願いいたします。 

○新本リスクコミュニケーション官 まず、実施状況から御説明をしたいと思います。関

係する資料は、資料１と資料２でございます。 

 資料１は、左の欄が平成 22 年度の運営計画ということで、委員会決定とされたものの関

係する部分の抜粋でございます。それに対応する形で右の欄は、昨年の 12 月末現在までの

実施状況について、整理をしたものでございます。 

 資料２は、それぞれの主な取組について、若干概要なり、アンケートをやったものにつ

いて、その結果を整理したものでございます。時間の限りもありますので、基本的には資

料１に沿って御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料１の１ページは、食品健康影響評価に関する意見交換会の開催でございます。

これについては、運営計画の中で多様な場の設定と参加型の運営を目指すということと、

併せて意見交換会のみならず、メールマガジン、ホームページ等との連携を図るというこ

とを計画してございました。 

 右の実施状況でございます。これまで意見交換会については 19 回やってございます。内

容的には、１つはサイエンスカフェということで、専門家でなくても参加しやすい気軽な

雰囲気の中で、参加者相互間で意見交換をするという形のものを、今年度も東京において

３回やってございます。食中毒をテーマといたしまして、食品安全委員会の委員をスピー

カーとした形での開催をしているところでございます。 

 また、同様のサイエンスカフェ形式のものについては、地方においても共催の形でやっ

ているところでございます。 

 併せて、地方におきましては、ワークショップ形式という形で、参加者が少人数のグル

ープに分かれて話し合って、そこで出た意見や疑問などについて専門家と意見交換をする

という、より参加度の高い形での意見交換会という形のものも開催してございます。 

 一応、地方で開催するもののテーマにつきましては食中毒関係が多くて、また農薬とい

ったものを選定してやってきているところでございます。 

 これらについての評価でございますけれども、アンケート結果によりますと、「評価で

きる」あるいは「理解できた」「おおむね理解できた」を合わせると８割以上という形に

なっているところでございます。 

 このほか、今年度から新しい取組といたしまして、中学生を対象とした意見交換会を「ジ
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ュニア食品安全ゼミナール」という形で開催しているものがございます。これは後ほども

出てきますけれども、昨年度中学校向けの副読本を作成いたしました。それを活用しなが

ら、学校教育の現場において、それを題材に意見交換をするというものでございます。 

 このほか、こういった意見交換会のほかに、各自治体、団体等が主催している意見交換

会に講師派遣という形で、当委員会の委員あるいは事務局の職員が出向いて、講演などを

行っているところでございます。 

 併せて、こういった取組、特に意見交換会につきましては、その概要あるいは資料につ

きまして、ホームページに資料に沿った形の説明内容、テキストのような形のものを順次

掲載しているところでございます。 

 ２ページ「２ 食品健康影響評価や食品の安全性に関する情報提供・相談等の積極的実

施」でございます。 

 右の欄を御覧いただきたいと思います。１つは、ホームページの関係でございます。緊

急事案も含めまして、重要なお知らせという形で、タイムリーな情報提供に努めていると

ころでございます。今年度もここに挙げておりますような食中毒の関係、窒息事故の関係

という形で、そのときどきの関心事項に応じた形での情報提供に努めているところでござ

います。 

 また、メールマガジンは毎週金曜日配信しているものでございます。これについても登

録者の拡大に努めているところでございまして、順次、着実に増加して、現時点では 8,90

0 名ということで、目標は１万人としているところでございますので、まだまだ努力する

必要があるところでございますけれども、このような状況になっているところでございま

す。 

 また、こういったホームページなりメールマガジンの情報につきましては、能動的に地

方公共団体にもお伝えしているところでございまして、特に大きな事案がある場合には、

個別に自治体の担当者あてにメールを通じて情報提供を行っているところでございます。 

 下の方に書いてございますが、ホームページにつきましては、この７月にトップページ

をリニューアルいたしました。より親しみやすく、かつアクセスしやすい形ということで、

１回見直しをしたところでございます。中の階層につきましては、更に改善が必要かと思

いますけれども、そういった形で改善を図っているところでございます。 

 ちなみに、トップページへのアクセス件数につきましては、21 年度までは大体月４万件

台でございましたが、22 年度に入りましたところ、大体月５万件台、多い月は６万件台の

月もあるという状況になっているところでございます。 
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 また、ホームページの一新に関連いたしまして、食品安全委員会のホームページに新た

な会議の関係とか重要な情報が載った場合は、新着情報をお知らせメールという形で、あ

らかじめ登録すれば、お手元のパソコンにメールでお知らせするという機能を追加いたし

まして、現時点で 200 名ばかりの会員が登録されているという状況になってございます。 

 メールマガジンの内容につきましても、今年度に入りまして、読みやすさという観点か

ら、見直しをしたところでございます。 

 ３ページです。今後の取組といたしましては、先ほども申しましたとおり、ホームペー

ジは二階層目以降をより使いやすくやるということが課題ですので、それについて順次検

討を図っていきたいと考えているところでございます。 

 このほか、ホームページ以外に季刊誌ということで、ホームページを見られない、メー

ルマガジンとかの入手が困難な方に対する情報提供といたしまして、紙媒体で季刊誌とい

うことで、年４回発行をしているところでございます。それぞれビジュアル化した資料と

いうことで、活用をいただいているところでございます。 

 これらについての今後の取組といたしましては、ビジュアル化の関係につきましては、

用語集というものを持っておりますけれども、これにつきましては、よりわかりやすさを

訴求できるような資料ができないかということで、今、調査事業を通じて検討中でござい

ます。 

 あと、マスメディアとの連携ということで、これにつきましては、昨年の７月にマスコ

ミの関係者をお招きいたしまして、サイエンスカフェという形で、懇談といいますか、意

見交換をやらせていただいたところでございます。 

 また、報道関係者につきましては、メールを通じて、プレスリリースについては、逐次

御提供していくような取組を引き続きやっているところでございます。 

 このほか相談関係ということで「食の安全ダイヤル」に、これまでに 400 件以上の問い

合わせ、相談をいただいていまして、主なものにつきましては、Ｑ＆Ａという形で整理を

いたしまして、ホームページに掲載をして、より広く情報提供をしているところでござい

ます。 

 ４ページ「３ 食品の安全性についての科学的な知識・考え方の普及啓発の実施」でご

ざいます。 

 これにつきましては、特にお子さんも含めて、幅広く情報提供ということで、食育の関

連でいろんな取組をしてございます。ジュニア食品安全委員会については、もう何年か実

績がございまして、毎年夏に小学生を対象に、この場所で開催しているところで、今年度
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も８月に開催しているところでございます。 

 先ほどちょっと申し上げましたが、ジュニア食品安全ゼミナールということで、昨年ま

では小学生を対象に地方でジュニア食品安全委員会という形でやっておったんですけれど

も、今年度はそれにかえて、こういった形で中学生を対象といたしました形でのゼミナー

ルということで、これまでに２回、年度内にあと１回開催する予定としているところでご

ざいます。 

 このゼミナールでも活用してございますけれども、中学校の家庭科用の副読本『科学の

目で見る食品安全』というものを昨年度つくりまして、今年度に入りまして、都道府県を

通じまして、全国の中学校に１冊ずつ配付させていただいているところでございます。何

分、部数の関係については、全生徒に配るほどございませんので、一応見本ということで

お配りして、印刷データを各都道府県にお渡しして、各自治体の予算で実施していくよう

なシステムをとっているところでございます。まだ少ないんですけれども、これまでも２

校から実際にこれを使った授業をやっているという話も聞いておりますし、中学校以外に

も、例えば消費生活センターなどでこれを使って広報をしたりとか、そういったかなり幅

広い活用の動きがあるところでございます。 

 このほか、ＤＶＤということで、昨年度つくりましたものも含めまして配布をしている

ところでございまして、特に昨年度つくりました「考えてみよう！！食べ物の安全性～食

品添加物や残留農薬について～」というアニメーションを使いましたものにつきまして、

今年度に入りまして、ここに挙げますような形で配布をしているところでございます。比

較的わかりやすいということで、好評をいただいているのかなという感じがして、問い合

わせも結構来ているところでございます。 

 ５ページは「４ リスクコミュニケーター育成講座受講者への支援」でございます。 

 これにつきましては、前回の専門調査会でも多々御意見をいただいたところでございま

して、このリスクコミュニケーター育成講座につきましては、21 年度で事業としては終了

したわけでございますが、これまでに 1,000 人ばかりの受講生がおられる中で、そういっ

た方々に対する引き続きの支援、更にはリスクコミュニケーターとの連携といいますか、

そういったところを強化すべきではないかという意見をいただいてございます。 

 これまでの状況でございますけれども、まずは支援という意味では、右にありますよう

に、最初に申し上げましたが、地方共催で意見交換会をやっておるんですが、その際に、

午後に意見交換会をやるわけですが、その午前にこういった受講生らに来ていただいて、

セミナーという形で、コミュニケーション手法なり、実は午後の意見交換会のお手伝いと
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いいますか、実際に一緒にやっていただくという準備も兼ねまして、そういったセミナー

という形で開催してございまして、これまでに 200 名を超える方に参加いただいていると

ころでございます。 

 また、こういった方々については、実際の意見交換会の場でファシリテーター、あるい

は進行役という形で、まさに実践の場としてやっていただいているという形で、支援なり

協力を進めてさせていただいているところでございます。 

 併せて、３つ目の○にございますけれども、こういった方々については、地域でも活動

されるということで、やはり情報提供のパイプが必要ではないかということで、一応連絡

窓口として、メールボックスを食品安全委員会の方に設けまして、これに登録を呼びかけ

まして、現在のところ、こういった通信手段を持っている方を中心になりますが、400 名

を超える方に登録をいただいております。月に１回程度、我が方から情報提供をし、また

受講生の皆さんからも、こういう情報はないか、こういう手法はないかというお問い合わ

せの手段に使っていただいているところでございます。 

 以上のような状況でございます。引き続き、この取組については進めてまいりたいと思

っております。 

 ６ページは「５ 食品安全モニターの活動」でございます。 

 食品安全モニターについては、470 名を２年間ということで、１年ごとに半数交代とい

うことでございますけれども、今年度におきましても、食品安全モニター会議ということ

で、各地域でこういったモニターさんに集まっていただきまして、委員会からの情報提供

と併せて、今年度は特にモニター同士の情報交換という形で時間を設けまして、それぞれ

の意見交換、情報交換の場を持った形でのモニター会議ということで開催させていただい

ております。一定の評価をいただいているようでございます。 

 モニターさんにつきましては、意見の随時報告という形でいただいておりまして、10 月

末現在で 209 件でございますけれども、これらにつきましては、その回答を委員会の方で

整理いたしまして、委員会に報告しております。また、ホームページにもアップしている

ところでございます。 

 また後ほど報告させていただきますけれども、この８月には「食品の安全性に関する意

識等について」のアンケートを行いまして、それをまとめているところでございます。 

 最後に「６ リスクコミュニケーションに係る関係府省、地方公共団体との連携」でご

ざいます。 

 今年度、連携型の意見交換会といたしましては、食中毒関係で愛媛の農政事務所、自治
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体とも合わせてやってございますし、厚労省とも共催という形で地域で開催している状況

でございます。 

 また、自治体との連携ということで、毎年秋になりますけれども、全国食品安全連絡会

議というものを開催してございまして、今年度も 11 月に開催してございます。100 を超え

る自治体の方においでいだきまして、リスクコミュニケーションの取組についての情報交

換と併せて、また非常に関心の高い食中毒に関しまして、専門調査会の専門委員の方から

講演をいただいているという取組もやっているところでございます。 

 以上が今年度 12 月までの状況でございまして、あと三か月ございますが、引き続きリス

クコミュニケーションに努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 資料２の方は、また審議の過程で、必要に応じて御説明なりをさせていただければと思

います。 

 続きまして、資料３「平成 23 年度食品安全委員会予算案の概要及び定員要求結果の概要

について」ということで御説明をさせていただいてございます。 

 頭のところに全体の額が入ってございます。23 年度予算案は、10 億 700 万円ということ

で、現下の財政事情の中で、対前年度比で 82.6％という状況でございます。 

 「２ 主要事項」ということで書いてございます。研究関係、２ページの調査事業の関

係が額的には大きく減っているところでございますが、これにつきましては、研究、調査

を通じた効果的な取組をやることで、引き続き効率的な推進を詰めると考えているところ

でございます。 

 リスクコミュニケーションの関係につきましても予算が減額されてございますが、これ

は特に印刷関係につきまして減額をされているような状況でございます。一方で、意見交

換会の開催の関係で、新たな目玉といたしまして、これまで食品安全委員会の予算につき

ましては、単独のもの、あるいは地方との共催の意見交換会ということで予算を取ってお

ったところでございますが、これに追加いたしまして、中央なり地方での消費者団体等と

の連携をした形での意見交換会ということで、新たに要求をして、認められているところ

でございます。これは消費者等の国民目線に立った意見交換会の運営を図ることで、より

一層、意見、疑問を踏まえた、より対話型の意見交換ができるのではないかという観点で

要求しているものでございまして、この実際の運営につきましては、一方で今年度の調査

事業で、全国の消費者団体等がどういった活動、あるいはどういった希望を食品安全委員

会に求めるかという調査をやっておりますので、そういった結果も踏まえながら、来年の

実施を検討していきたいという状況でございます。 
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 そのほか、下の方に定員要求ということで、これはリスコミ関係ではございませんけれ

ども、２名の新規増員が認められて、一方で定員削減が１人ということで、プラマイ１名

増という状況になっているところでございます。 

 あと、資料２に戻って恐縮でございますけれども、直近の取組ということで、最後のペ

ージを御覧いただきたいと思います。 

 今年度、調査事業の方で現在実施しているものでございますが、一番上のところが、先

ほどの消費者団体との連携との絡みでの調査事業でございますけれども、そういった消費

者団体、あるいはＮＰＯ法人がやっておられます取組についての調査ということで、現在

進めているものが１つございます。 

 ２つ目の部分が、これも先ほど少し申し上げましたけれども、今、食品安全に関する用

語集をつくってございまして、これは文章、文字だけというもので、冊子そのものはホー

ムページでも見られるような形になっておるんですが、文字だけではなかなかわかりにく

いというものがありまして、できるだけ図表も追加したビジュアーな形でのものにできな

いかということで、調査事業を通じて、現在作成をしているところでございます。 

 最後の３つ目が、ホームページにおける情報提供の改善に係る調査ということでござい

まして、トップページは一新したところでございますけれども、階層化あるいは使いやす

さの部分について、より改善が必要ではないかということで、こういった調査ができない

かということで、現在公告中ということでございます。年度末でこの調査は実際にできる

かどうか難しい場面もあるかもしれませんが、一応こんな問題意識を持って調査をやろう

としているという状況でございますので、これらにつきましては、来年度の実施におきま

して、こういった観点を踏まえて、より効果的なコミュニケーションができないかという

ことで検討しているところでございます。 

 御報告と御説明は以上でございます。 

○阿南座長 ありがとうございました。 

 では、今、御報告いただきました 22 年度の食品安全委員会のリスクコミュニケーション

の実施状況を踏まえて、23 年度に向けて、より効果が上がるようなリスクコミュニケーシ

ョンをどうやって進めていくのかという御意見や御提案などをいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

予算を見ていますと、暗くなるような気がいたしますね。リスク評価に係る調査の推進

のところは、半額ぐらいなっているんですね。こんな状況ですけれども、御意見をいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。 
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 近藤専門委員、どうぞ。 

○近藤専門委員 ありがとうございました。私が大変興味がありますのは、やはり次世代

の子どもたちへの正しい安全情報ということは考えていたけれども、中学生を対象にした

というのは非常に意味があると思います。やはり小学生だと、わからないというか、遊び

に来たというところもありまして、それはそれでいいと思うんですが、中学生ぐらいです

と、間違った情報もかなり入ってきつつあるところなので、そこで間違った方に行ってし

まう前に、本当に正しい食品安全情報を伝えるというのは、非常に有効なことだと思いま

すので、是非効果的に次年度も続けていただければと思います。 

 資料２に、そのときの結果とかが出ているようなんですけれども、ＰＴＡの方が参加さ

れたところが１つあるように拝見いたしました。そのＰＴＡの方の反応などがありました

ら、お聞かせいただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

○阿南座長 いかがですか。 

 野村委員、どうぞ。 

○野村委員 この長崎の方は、私が同行しましたが、大変ＰＴＡの方の参加が多くて、ち

ょっとびっくりしまして、たまたま保護者の参観日だったということもあって、大変面白

いやり方だなと思いました。 

 実は、保護者とのやりとりがありませんで、時間が大変短いものですから、生徒とのや

りとりだけでもっぱら終わってしまいました。ただ、ＡＤＩとか残留基準値とか、そうい

うやや難しい話をしたんですけれども、そこで非常に真剣に聞いていたという感想があり

ます。 

 それから、もう一つ、子どもたちの反応なんですが、私が驚いたのは、１つ言葉を覚え

てくださいということで提示したのが「ＡＤＩ」なんです。彼らはこれをきっちりと覚え

るんです。中学生ぐらいというのはすごいなと思ったんです。よけいな雑念がないもので

すから、ＮＯＡＥＬ、ＡＤＩという順番で教えていくと、きちんと覚えてくれまして、一

日摂取許容量なんていう言葉も覚えてくれて、これは大変面白い反応だったと思っていま

す。 

 もともとそんなに予備知識というか、情報が少ないだけに、大変効果的に正しい知識を

吸収してもらえればという意味で、大変大きな効果があったなと思います。そういう子ど

もたちの反応というのが、多少ＰＴＡにもはね返ってくるのかなという気がしまして、非

常に親御さんたちの反応が真剣だったということが記憶にあります。 

○近藤専門委員 ありがとうございます。 
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○阿南座長 ほかにいかがでしょうか。 

 では、私から。ＤＶＤが食品安全モニターさんたちにも 60 本ほど渡っていますね。リス

クコミュニケーターの皆さんたちには、どのようにして渡っていって、もし活動に利用さ

れているところがあれば御紹介いただければと思います。 

○新本リスクコミュニケーション官 ＤＶＤにつきましては、これまでの実績はこういう

ことでございますけれども、こういうものをつくっているということは情報提供している

ところでございます。ただ、部数の関係もございますので、全員に配るという形にはなり

ませんで、希望者に対してお配りするという形になります。 

 もう一つ、無料で貸与という形で２週間ほどお貸しするシステムがございますので、そ

ういったことを通じてお申込みいただければ、実際の活動の場で必要なときにお貸しでき

るような体制にはしているところでございます。 

○阿南座長 ほかにいかがですか。近崎さん、どうぞ。 

○近崎専門委員 サイエンスカフェのことでお聞きしたいんですけれども、今年度はすご

く地方におけるサイエンスカフェが増えているんですが、これは地域から今までの実績を

見て、こういう形でやってほしいという要請があったのか、それとも食品安全委員会の方

がこういうのが効果的ですよということで今年多くなったのか、お聞きしたいです。 

○新本リスクコミュニケーション官 まず、年度初めに、食品安全委員会は今年度こうい

う取組をしたいということを地方自治体に御説明してございます。その中で地方公共団体

との共催の意見交換会として、１つはワークショップスタイル、１つはサイエンスカフェ

スタイルというものを今年度はやりたいということで御提示申し上げまして、各地方自治

体の方から是非やってみたいというところが何件か挙がりまして、そういったところと御

相談しながら、具体的に詰めていくという形で、結果として、現時点でこういった形での

取組がなされているという結果になっているところでございます。 

○近崎専門委員 ありがとうございました。 

○阿南座長 ほかにいかがでしょうか。堀口専門委員、どうぞ。 

○堀口専門委員 私も苦い経験があるのでお尋ねしたいんですけれども、研究成果物など

をよく配布するわけですよ。それが多分このＤＶＤの配布というのと同じだと思うんです

が、その後の反応がほとんどなくて、何にどう使われているんだろうとか、あれを配布し

た意味があったのだろうかとか、よく思うことがあるんです。食品安全委員会の方で、今

回消費生活センターなどは、多分そこで流しているんだろうなとか想像はつくんですけれ

ども、地方公共団体、学校関係など、食品安全モニターさんがどんなふうに使われている
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か。先ほども質問があったと思うんですが、後追いの評価といったらあれですが、使い方

というのを、今回でなくて全然結構なので、今後把握されていくようなことは考えていま

すでしょうかということをお尋ねしたいです。 

○新本リスクコミュニケーション官 ありがとうございます。これまでも配布なり、無料

でお貸しするときは、お使いの感想などはできればお寄せいただければということで、無

理強いはできませんので、そういった形ではやっているところでございまして、例えば食

品安全モニターさんによりますと、ＤＶＤを使ってみて、こんなふうだったということは、

幾つか報告が来ているようなところでございます。 

それをどこまで網羅的にやるかというのは、更に検討が必要かと思いますが、おっしゃ

るとおり、追跡調査というのは非常に重要な観点でございますので、何らかの方策を検討

する必要があるだろうなと思います。 

○阿南座長 例えば食品安全モニターさんたちの会議がありますね。 

○新本リスクコミュニケーション そうですね。毎年５月にやっております。 

○阿南座長 だから、そういうところで使ってみてどうだったかというものはされていな

いんですか。 

○新本リスクコミュニケーション官 これまでは、特に議題という形ではなかったと思い

ますけれども、毎年度やりますので、そういったものを新たな議題としてやるのも、ひと

つ有意義になるのかなと思います。おっしゃるような形の検討ができないか、検討してみ

たいと思います。 

 また、もう一つ申し上げますと、ＤＶＤをつくる際には、使ったものを追跡調査という

わけではないんですけれども、つくる過程において、実際、今回のＤＶＤであれば、小学

生を対象に見ていただいて、見た後の効果といいますか、そういったものを継続して行い

まして、それについては、調査事業の中でそういう整理をして、ホームページにも載せて

いるところでございますけれども、そこは一定の成果があるという形の結果になっている

ところでございます。一応、参考までにそういうところも御紹介させていただきます。 

○堀口専門委員 多分ＤＶＤを見た人には効果があると思うんですけれども、まず見ても

らうことが大事なので、11 月 26 日に食品安全連絡会議もされているみたいなので、改め

て調査をしなくても、多分そういうところで配られた先の自治体の方が来られていたりと

か、先ほど阿南さんが言われた食品安全モニターさんの会議とかで、実際に使われた方が

どれぐらいいて、そのときどうだったかというのを聞くだけでもいいのかなと思います。

それは予算も減らされていくわけですから、効果的にどう配布するかというところにつな
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がってくるのかなと思います。 

私としては、別の研究費ですが、今まで配布してきて、あまりにも地方自治体には無視

されることが多かったので、実は最近は配っていないんです。 

 なので、今後はそういうところで工夫をされていけば、配布先も、ここに配布すればす

ごく使ってもらえるというのがわかってくればいいのかなと思います。 

○新本リスクコミュニケーション官 ありがとうございます。いろんな形で機会をとらま

えて、そういった取組をやる必要があると思います。 

 実は、昨年の 11 月の全国食品安全連絡会議の場でも、このＤＶＤを事前にお流しをして、

活用をお願いしているところでございます。ありがとうございます。 

○阿南座長 山本さん、どうぞ。 

○山本（唯）専門委員 先ほどもサイエンスカフェのことについて出たんですけれども、

資料２の後ろの方で、消費者団体へのアンケート調査は終了とあって、多分私もこれに協

力したと思うんです。そのあと、１１月頃、野村総研さんが個別にうちの消費者団体に来

られることになりました。その頃、メールマガジンをあまり見ておりませんでしたので、

久しぶりに見ましたら、その日にサイエンスカフェがあると書いていたのをたまたま見て、

見なければわからなかったわけなんですね。事前申込みだから、その日だったので、それ

には出席することができなかったわけなんですが、私などは一般の人よりほんのちょっぴ

りだけれども、そういうことを目にする機会とか、関心とかがあると思うので、それです

らメルマガを見なければわからなかったわけなんですが、地方の方で随分なさっているん

ですが、そのときに一般の人に知らせる方法というのは、どういう方法で知らせたわけな

んでしょうか。 

○新本リスクコミュニケーション官 地方共催の場合は、開催場所の地方自治体に参加者

募集についてはお願いしているところでございまして、地方自治体においては、ホームペ

ージとかそういったものはプレスリリースがあるんですけれども、やはりチラシを消費者

協会とかの団体にお配りするという形で、いろんな取組をやられているようなことは聞い

ております。ですから、チラシとホームページ、プレスリリースというのが、地域でやる

場合の大きな１つの手段と伺っているところでございます。 

 ちなみに、委員会の方も、例えば東京でサイエンスカフェをやっているところでござい

ますので、これは参考までに、資料２の１ページに、告知方法ということで整理させてい

ただいてございます。私どものサイエンスカフェは、できるだけ専門家というよりは、む

しろ一般の方においでいただきたいなという思いもありまして、メールマガジンとかホー
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ムページも１つあるんですが、基本的にはチラシなり、新聞にイベント告知という形で、

新聞社にお願いをして載せていただくということで、今年度は結果的には『朝日新聞』に

掲載していただいた９月の開催分以外は掲載されていないところでございますが、そうい

った形で、より一般といいますか、消費者の方が目につくような形の努力はしているつも

りでございます。更に努力をする必要があるのかとは思いますが、このような状況でござ

います。 

○阿南座長 山本さん、どうぞ。 

○山本（唯）専門委員 ちなみに、うちの消費者団体が開催するときには、やはり新聞の

家庭欄などにちょっと出していただくと、反響が全然違います。 

○新本リスクコミュニケーション官 ありがとうございます。そういう手段について、ア

イデアがあれば、是非お聞かせいただければと思います。そういったチラシも含めて、引

き続き導入したいと思っております。 

○阿南座長 堀口さん、どうぞ。 

○堀口専門委員 やはり事前申込みという手続を踏むということが、まずは興味がある人

しか来ないし、先ほど言われたように、目に触れないと申込みができなかったという話に

なります。広告も、新聞広告というのはすごくお金がかかります。また、ホームページも

いろいろありますけれども、あとは無料で何かサイエンスの発表の場所というのが幾つか

あります。 

 多分、以前未来館でいつもやっているサイエンスアゴラに食品安全委員会が出展されて

いたと思うんですけれども、あそこは出展料無料なので、続けていただきたいなと思って

います。その理由の１つは、実は別途私たち今回出展させていただいたんですが、そこで

どこかの団体が、これが放射線照射をしたじゃがいもですといって配られていたんです。

私たちのブースにやって来て、これは安全なんですかと聞かれて、ちょっと困ったときが

ありました。どういう意図でそういうものを配っていたか、どこで配られたかも聞いては

いないんですが、やはり全然興味がないんだけれども、そこにたまたま来ていたから、そ

のブースに入ってみるという人たちがそういうところにもいるので、マガジンを置くだけ

でも、それは全然違うかなと思います。私が説明するよりは、あそこに食品安全委員会の

ブースがあって、マガジンがあるので、多分そこに書いてあるから見てくださいという感

じになっている方が、非常にありがたかったかなと思っているので、そういう無料のイベ

ント等もお金がない中で、今後是非利用を検討していただければと思います。 

○新本リスクコミュニケーション官 ありがとうございます。 
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○阿南座長 ほかにいかがでしょうか。石井さん、どうぞ。 

○石井専門委員 ＤＶＤの配布のことなんですけれども、私もちょっと関係して、日本家

庭科教育学会の大会の場で参加者に配っていただいたんです。そこには小学校、中学校、

高校、大学の教師が集っていますので、直接授業を担当する方の手に渡っているというこ

とで、大学等でも授業の中で使ったという声も聞いておりますので、やはりそういう本当

にすぐ授業をするとか、そういう人のところに直接渡ると、非常に効果的ではないかなと

思います。 

○新本リスクコミュニケーション官 石井先生にいろいろ御相談させていただいて、いろ

いろお願いいたしまして、どうもありがとうございます。 

 

議 事 （２）食 品 安 全 委 員 会 が自 ら食 品 健 康 影 響 評 価 を行 う案 件 の選 定 過 程 において国 民 への情

報 提 供 を行 うこととされた危 害 要 因 への対 応 について  

○阿南座長 いろんな提案を出されていますが、ほかにいかがでしょうか。よろしいです

か。 

 それでは、御意見ありがとうございました。今、いただきました御意見は、事務局の方

で 23 年度の運営計画の検討に反映してもらいたいと思います。 

 また、23 年度の運営計画が食品安全委員会で決定された後に、その報告等、具体的なリ

スクコミュニケーションの取組の実施案などについて、次回の専門調査会で報告をもらっ

て、審議をしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題２「食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件の選定過程にお

いて国民への情報提供を行うこととされた危害要因への対応について」に入らせていただ

きたいと思います。 

 食品安全委員会が自ら行います食品健康影響評価、いわゆる自ら評価ですが、リスク管

理機関からの諮問を受けて行う食品健康影響評価とは別に、食品安全委員会が自らの判断

で主体的に行っているというものです。自ら評価を行う案件に関して、事務局において広

く意見と情報を収集して、現在、企画専門調査会で選定の作業が進められているところで

す。私は企画専門調査会にも属しておりますけれども、100 を超えます案件の中から絞り

込んでいきますために、これまでに２回ほど企画専門調査会で審議されて、更にあと１回

審議をして、企画専門調査会として候補案件が決定される予定であります。 

企画専門調査会でのこれまでの審議過程においては、自ら評価の案件とならなかったも

のについても、国民への情報提供を行っていく必要があるとされました。そのための具体
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的な手法については、このリスクコミュニケーション専門調査会において審議することと

なったものであります。 

 では、事務局より、まず自ら評価について、その趣旨と選定状況などについて説明して、

その次に、寄せられた案件に関しての情報提供の現状について、説明をお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○新本リスクコミュニケーション官 それでは、関係する資料は、資料４～６、参考資料

１～５でございます。 

 まず、自ら評価の概略につきまして、資料４に沿って、かいつまんで御説明したいと思

います。 

 概略は、今、座長からお話しがあったとおりでございますけれども、管理官庁からの要

請によらない自らの判断で食品健康影響評価をやるものでございまして、資料４の上の方

に書いているようなことで、科学的知見や安全性の確保に関する情報、国民の意見に基づ

いて、人の健康に悪影響が及ぶおそれがあると認められる場合には、自ら評価を行うとい

うことが規定されているところでございます。 

 これまでの実績は、下の方に整理してございます。ここにありますような形で、毎年度

１つか２つのテーマを新たに選定して、順次評価をやっているという状況でございます。 

 続きまして、案件候補選定の考え方ということで、これも委員会で決定されたものでご

ざいますけれども、選定に当たっては、健康への影響が大きいもの、あるいは危害要因の

把握の必要性が高いものということで、評価のニーズなり、科学的知見の充足度というこ

とも大きな配慮要素となって選定するということになっているところでございます。 

 22 年度の案件選定プロセスということで、下の方に整理してございます。 

 案件選定に当たりましては、幅広く提案をいただいているということで、専門調査会の

先生方、あるいは食品安全委員会に寄せられる要望書、更には食品安全モニターからの意

見の収集などに合わせまして、今年度は国民からの意見・情報の募集ということで、１か

月間、ホームページを通じまして提案募集をしているところでございますし、その過程で

意見交換会という形で、自ら評価の説明、更には意見を伺うような場も設けているところ

でございまして、従来以上により幅広く国民の意見を把握するような形での取組を進めて

きているところでございます。 

 そういった 100 を超える提案があったわけでございますが、事務局で整理をした上で、

企画専門調査会の方で候補案件については選定することになっておりますので、これまで

９月と 12 月に選定の取組の会議をされているということで、今後更に２月が予定されてい
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ますが、そこで最終的に企画専門調査会としての候補案件を決定する運びなのではないか

と考えてございます。 

 その後、食品安全委員会で審議した上で、更に必要に応じて、国民からの意見を把握し

た上で、年度内には食品安全委員会において自ら評価案件を決定するというのが大まかな

流れでございます。 

 先ほど申したように、毎年度１つか２つ程度ということが自ら候補の案件になるという

ことでございまして、それ以外のものはどうなるかということで、５ページでございます。

これまでもそうなのでございますが、案件によっては知見が足りないというものもありま

すので、そういったものは、引き続き調査事業等で知見を収集するということもございま

すし、あるいはファクトシート等々で情報提供をする、あるいはリスクコミュニケーショ

ンということで意見交換会をやるということで、これまでも対応はさせていただいている

ところでございますけれども、今年度につきましては、従来以上にこの辺の情報提供の部

分をしっかりやる必要があるのではないかという御指摘をいただいていますので、今日、

御審議をいただくことになっているところでございます。 

 ちなみに、下の方に提案分野が整理されてございます。全体で 100 を超えているもので

ございますけれども、大まかに分野ということで整理いたしますと、ここに挙げているよ

うな形のくくりで整理されるようなものが提案として出てきているという状況でございま

す。 

 これまでの経過について、若干具体的にお話しをさせていただきたいと思います。参考

資料を御用意いただきたいと思います。時系列的にお話しさせていただきますと、参考資

料１が、昨年の９月の企画専門調査会にお示しした資料でございまして、これが把握した

提案を整理したものでございまして、情報源といたしましては、上の方に※がありますけ

れども、これらの専門家を含む関係機関なりマスメディア等からの情報、あるいはダイヤ

ル、モニターからの情報、要望書の関係、更には外部募集ということで、広く募集したも

のということで分類してございます。100 を超える提案につきましては、便宜上こういっ

た形の分野の整理をして、物質名なり、件数なり、提案理由ということで、こういったも

のが提案を寄せられたということでございます。 

 この提案につきまして、参考資料２でございます。これは昨年の９月の企画専門調査会

と同じ資料でございますが、事務局の方で提案された案件ごとに、現在の危害要因に関す

る概要ということで、国内あるいは海外での管理、評価の状況を含めて整理したものでご

ざいます。 
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 こういった情報をお示ししながら、企画専門調査会で御審議をいただいて、この時点で

は 100 を超える案件につきまして、約 20 に絞り込まれたという経緯になっているところで

ございます。 

 次の参考資料３が、20 に絞り込まれたものを更に絞り込む際のペーパーということで、

昨年の 12 月の企画専門調査会でお示しした資料でございます。ここに 20 あるわけでござ

いますが、20 の中でも更に絞り込みの切り口ということで、「イ」「ロ」「ハ」「ニ」と

あります。 

「イ」については、引き続き自ら評価案件を検討する。 

 「ロ」については、まだ知見が十分ではないので、情報収集をする。 

 「ハ」「ニ」については、評価は既に済んでおったり、あるいは管理もそれなりにされ

ているということから、これについては情報提供をやるべきではないかということで御提

案をして、御審議をいただいたものでございます。それぞれの分野ごとに「イ」「ロ」「ハ」

「ニ」を整理して、御議論をいただいたものでございます。 

 その際の参考資料として、参考資料４です。この 20 の案件につきまして御判断いただく

ために、より詳細な情報ということで、御覧いただきますような危害要因に関する情報、

あるいは国内、海外での評価、管理の情報ということで整理をしたもので、かなりの情報

収集、整理をしながら、御審議をいただいたという経過になっているものでございます。

ですから、この過程におきましても、かなり知見の収集、整理が進んでいるわけでござい

ますが、こういったものも含めて、情報提供をどうするかということが１つの論点なので

はないかと思います。 

 更に参考資料５でございます。絞り込みの過程におきましては、関係する専門調査会の

意見を聞く必要があるのではないかと整理されたものもございまして、めくっていただき

ますと、例えば添加物の関係につきましては、着色料、甘味料でここにありますような幾

つかの提案がありまして、それぞれ一つずつにつきまして、専門調査会の方で御審議をい

ただいて、現時点での評価の必要性について御議論をいただいた結果が整理されたもので

ございます。 

 結果的には、評価に必要な状況ではないといいますか、知見が不十分ということも含め

まして、そういった結果になっているものでございます。 

以上のような経過を踏まえて、更に来月２月になろうかと思いますが、最終的に企画専

門調査会で最終的な候補の絞り込みがされるという状況になっているものでございます。 

以上がこれまでの経過でございます。 
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それでは、今日御審議いただく関係で、資料５を御覧いただきたいと思います。リスク

コミュニケーション専門調査会の方におきましては、こういった提案案件、いわゆる国民

の食品の安全に対する不安なり、危惧に対して、情報提供としてきちんと答える必要があ

ろうという御指摘を踏まえて、どうするかということを御審議いただくわけでございます。

御審議に当たりまして、これまでどういった情報提供をしているかということで整理した

ものが、資料５でございます。 

この資料の見方でございますけれども、それぞれ大きな分野ごとに整理をして、すなわ

ち提案をいただいた 100 を超えるものがすべてここのリストに入っているというものでご

ざいます。 

左側に物質名、危害要因がありまして、その次に企画専門調査会における取扱いという

ことで「Ａ－イ」とか「Ｂ」から「Ｆ」までいろいろありますけれども、これはこれまで

の企画専門調査会における審議の結果の整理でございます。 

下の方に凡例という形で書いているものでございますけれども、大きくはＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ、Ｆとあって、Ａがいわゆる 100 から 20 に絞り込まれたときの 20 のもの。Ｂ以下

は 20 以外のものということで、それぞれ自ら評価案件というよりは、むしろ情報が足りな

いので、評価の対象にしないという一定の整理をしたものとか、あるいは事柄の性格上、

評価の対象にならないという、評価の対象としない視点を整理したものでございます。 

また、Ａにつきましては、いわゆる予選を通過したものでございますけれども、最終的

にＡ－20 が現在８程度になっているところでござまいすが、このＡが「イ」「ロ」「ハ」

「ニ」ということで、４分類されているものでございます。 

「Ａ－イ」が引き続き評価候補ということで残っているもので、現在８つ程度あります。 

「Ａ－ロ」が情報収集を行う。 

「Ａ－ハ」「Ａ－ニ」は情報提供ということで、「ニ」につきましては、主に食中毒関

係ということで、これについてはリスク管理がそれなりに取られている、あるいは危害情

報もしっかりわかっているということで、情報提供に当たっては、管理とか食習慣といっ

たものと併せて情報提供をする必要性が高いものということで、若干「ハ」のような単に

科学的知見をしっかり提供するというよりは色合い違うのかなということで、「ハ」と「ニ」

に分けたというものでございます。 

このような整理がされたのが現時点でございまして、今後「Ａ－イ」につきましても、

更に絞り込みがはかられて、結果としては、候補になるものが残っていくということにな

ります。これがＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの凡例の内容でございます。 
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 この一覧表に戻っていただきますと、その次の右の欄が、これまで食安委として評価を

やったかどうかということで、１枚目はほとんどまだやっていないもので、評価中のもの

もございますけれども、２枚目以降になりますと、次のページになりますと、例えばメチ

ル水銀とカドミウムが評価済みという形で出てくるものでございます。 

 以上が概況でございまして、その次の欄が、いわゆる情報提供の種別に整理したもので

ございます。１つは意見交換会、年４回出しております食品安全委員会の季刊誌、ダイヤ

ルのＱ＆Ａということで、先ほども説明がございましたけれども、ダイヤルで相談があっ

て、主なものについてはＱ＆Ａで整理をして、ホームページに載せているものでございま

す。 

 あと、モニターのＱ＆Ａと申しますのは、食品安全モニターさんからの意見、問い合わ

せにつきまして、これはＱ＆Ａという形で食品安全委員会に報告しているものでございま

すけれども、これは別途ホームページの方にも載せているところでございまして、これま

でのＱ＆Ａを作成した経緯を年月で整理したものでございます。 

 その他の欄にあるものにつきましては、情報をまとめてホームページに掲載、Ｑ＆Ａ的

にまとめているものとか、ファクトシートにまとめているものとか、幾つかございますけ

れども、そういったものを整理したものでございます。 

 ちなみに資料６を御覧いただきたいと思います。これは情報提供の実施例ということで、

具体的にこれまでの食品安全委員会でどのような情報提供をやっているかということで、

サンプル的に御用意させていただいたものでございます。 

 めくっていただきますと、ホームページということで、今のトップ画面が出てございま

す。基本的には、食品安全委員会がいろいろやっている情報を全てホームページに載せて

いると言っても過言ではないと思いますので、情報提供の手段としてホームページだけで

はないんですが、物事の整理といたしまして、ホームページを御覧いただくという趣旨で

載せているものでございます。 

 １ページにありますのは、このホームページのトップ画面ということで、昨年の７月に

改定したもので、特に情報提供ということで工夫をさせていただいているのは、右肩にあ

りますように、消費者向けとかキッズボックスとか、お母さん向けとか、若干対象に沿っ

た形での入口も用意したというのも１つございますし、左側の下にありますのは「よくあ

る質問とその答え」ということで、ダイヤルの関係のＱ＆Ａが入っているという状況でご

ざいます。 

 また、右の専門調査会別情報という欄がございますが、これはどちらかというと専門家
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向けという形の入口になろうかと思います。更にその上に「食品安全総合情報システム」

という形で、データベースシステムがあるということで、入口を整理しているという状況

でございます。 

 ちなみに、右肩の消費者向け情報をクリックすると、２ページにありますような内容が

出てくるということで、より消費者の方が御覧いただきやすいようなものを中心に整理し

たものが、このページになっていると御理解ください。 

 もう一方、かなり個別具体的な詳細な資料ということで、３ページを御覧いただきたい

と思います。ファクトシートという形で、食品安全委員会でございますので、科学的知見

に基づく概要書という形で、内外の研究結果等を整理して、ここにありますようなものを

これまでも入れているということで、その一例として、４ページ以降にトランス脂肪酸の

ファクトシートを載せてございます。随時更新して、載せているというものでございます。 

 更にこういった非常に詳細な資料のほかに、13 ページを御覧いただきたいと思います。

これは多くの方々が不安といいますか、疑問に思っているようなことに対してお答えする

というコーナーとして「『食の安全ダイヤル』に寄せられた質問等について」というコー

ナーを設けてございます。 

 分類としては、こういう整理になってございますけれども、上の方にＱ＆Ａ検索という

ことで、キーワードを入れていただければ、ある程度絞込みができるという形で出してい

るところでございまして、具体的な例といたしましては、14 ページにありますような形で、

文章でＱとＡにして、関連するホームページにも飛ぶような形で載せているというもので

ございます。このような形で、よりわかりやすいといいますか、整理した形での情報提供

ということで、整理をしたものでございます。 

 このほか、こういった個別案件以外に 15 ページ以降ですが、食中毒の関係については、

非常に関心が多いということで、これについては体系的に、単に評価とか科学的な観点だ

けではなくて、いわゆる管理措置的な部分も含めて、関係省庁等のホームページなり情報

にリンクしながら、体系的な情報提供という形で、こういったコーナーを設けてやってい

るところでございます。ただ、食品安全委員会でございますので、16 ページにありますよ

うに、それぞれの食中毒原因菌につきましては、より詳細なリスクプロファイルや科学的

な情報を整理するという形で、情報提供を図っているというものでございます。 

 更には、18 ページの上のように、個別にいろいろ物によって問い合わせが多かった場合

は、こういった非常に簡潔な形での整理をして、ホームページにアップをして、活用いた

だくということもやっているところでございます。 
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 あと、こういった取組以外に、19 ページ以降は映像配信、ビデオ的なものということで、

先ほども御議論がありましたけれども、ＤＶＤでホームページの方から映像配信という形

で、これはインターネットを通じて、動画で御覧いただけるようなコーナーということで、

クリックすれば、それぞれ 15 分程度のものでございますけれども、流して見ることが可能

な状況にしているところでございます。 

 20 ページが、いわゆる紙媒体による情報提供ということで、季刊誌の『食品安全』とい

うことで、紙媒体として配っているほかにも、ホームページにも掲載しているということ

で、この記事につきましては、評価の概要ということで、21 ページになりますけれども、

最近では窒息事故の評価を踏まえまして、その概要ということでこの季刊誌に載せました

し、加えて、このチラシをこういった形で、裏表で使えるような形でチラシを発行いたし

まして、各方面にお配りするという取組をやっているところでございます。 

 最後に 23 ページ以降、意見交換会ということで、意見交換会につきましては、どうして

も 30 人とか少数になりますので、私どもとしては、より多くの方にこういった取組につい

て情報提供をしたいということで、実際使いましたスライドに、そのときにお話ししたポ

イントを整理して、説明文を加えた形でホームページにアップをいたしまして、これを御

覧いただければ、行かずともある程度わかるということで、そういったことを順次やって

いるところでございます。若干意見交換会が立て込みますとすぐにアップできないので、

まだスライドだけしか出していないものもございますが、順次こういった取組もやってい

るところでございます。 

 以上のような取組、情報提供があるということで、資料５に戻っていただきますと、そ

れぞれ案件分野の中身なり、性格に応じて、これまで取り組んできているという状況です。 

 ここで少し資料５に沿って、かいつまんで今の状況のお話をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、資料５の１ページ目「１ 調理器具等からの溶出が懸念される物質」ということ

で、フライパンとかいろいろあるようなものとか、そういった調理器具関係の幾つかの物

質の関係ということでございます。これを御覧いただきますと、上の（１）～（３）につ

いては空欄ということで、特に（１）（３）は、引き続き評価として検討するということ

になりますので、この辺の扱いは、更に企画専門調査会で議論されるわけでございますけ

れども、そういった空欄のものもございますが、（４）以降について、特にモニター関係

のＱ＆Ａという形で、これまでも幾つかのお問い合わせがあって、その時点での整理を情

報提供しているという実態でございます。 
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 あと、（10）～（12）につきましては、評価中あるいはかなり詳細な議論をしておりま

すので、そういったものにつきましては、一番右の欄になりますが、情報をまとめて、ホ

ームページに掲載。Ｑ＆Ａ形式、あるいはより詳細な資料という形での情報提供をしてい

るということでございます。 

 ですから、それなりの対応はしてきているところでございますけれども、このグループ

につきましては、基本的に空欄の部分につきましては、情報を整理して、新たに情報提供

をする必要があるのかなという感じがしているところでございます。 

 次に「２ 本来的に食品に含まれる物質」でございます。 

 硝酸塩など、本来的に食品に含まれるものが幾つかあるものでございます。例えば硝酸

塩につきましては、過去にかなりの回数でお問い合わせがあるという実態がございますの

で、こういった１つのモニターのＱ＆Ａの数の多さというのは、やはり関心度の大きさの

参考になるのかなと見られますので、より一層の何らかの工夫が必要なのかなと見ればい

いのかなと思います。 

 ただ一方、（３）以降のＢとなっているイカ墨とかシュウ酸塩といったものについては、

凡例を御覧いただきますと、これらについては健康に悪影響を及ぼすおそれがあることを

示す情報は確認できていないということですので、これについての情報提供は、食品安全

委員会としては優先順位としては低いのかなという感じがしているところでございます。 

 ２番のグループについては、そんな状況でございます。 

 ２ページ「３ 環境中にある物質」でございます。 

 下の方の評価が済んでいるものについては、意見交換会などもやっておりまして、かな

りの情報提供をしているところでございます。これらにつきましては、よりわかりやすい

情報の取れるような仕組みというものを考える必要があるのかなという感じがしますけれ

ども、かなりの実績があるという状況でございます。 

 一方で、（１）はＡ－イということで、今、候補として残っているものでございますけ

れども、これについては新たな知見の情報の整理は、今後必要なのかなと考えているとこ

ろでございます。 

 次が「４ 調理過程における化学反応により生成される物質」でございます。 

 また空白の部分については、情報を整理して、情報提供が必要かと思いますけれども、

（３）あるいは（５）については一定の情報提供が必要ということで、これらにつきまし

ては、管理官庁においてもかなりの取組をやられていると伺っていますので、そういった

ところとの情報のリンクというものが、ひとつポイントなのかなと見ているところでござ
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います。 

 「５ 海洋性自然毒」については、まだ科学的な知見がこれからというところもありま

すので、現時点での情報を随時出しているという状況でございます。 

 ３ページ「６ 植物系自然毒」でございます。 

 キノコ毒等々がございますけれども、これについてはむしろ管理といいますか、注意喚

起というところでございますので、食品安全委員会の方でもいろいろホームページで出し

ているところでございますが、管理官庁の情報とのリンクという中で、積極的に対応する

部分があるのかどうかということではないかと思います。 

 一方で、下の方のかび毒については評価もやっておりますので、評価結果をよりわかり

やすく、引き続きやっていく必要があろうということで考えてございます。 

 「７ 放射線照射食品」につきましては、自ら候補として、まだ引き続き検討するとい

う対象でございます。委員会の関係では、これまでＱ＆Ａもございますし、３年前には意

見交換会ということで、海外の専門家をお招きして、情報提供の一環としてそういった取

組もやらせていただいているところでございますし、右の欄にありますけれども、昨年に

はこれまでいろいろある情報をホームページでわかりやすい入口をつくったということで、

これを評価するかどうかというのは、非常に検討が必要な部分でございますので、これま

での方針といたしましては、事実関係について情報提供をするという形でやらせていただ

いているところでございます。 

 「８ プリオン・ＢＳＥ」につきましては、米国産ということでの整理になりますと、

こういうふうになりますけれども、このような実績ということで、いろんな取組をやられ

ているところでございますが、ここでモニターのＱ＆Ａが 43 件ということで、トータルの

数は非常に多いんですが、年次的な推移を見ると、だんだん減少傾向にあるのかなという

ところでございます。 

 「９ ナノテクノロジー」は、新たな新技術ということで、意見交換会ということで、

これも海外の専門家をお招きして、情報提供という形で勉強といいますか、情報提供を引

き続きやるという分野なのかなと思います。 

 「10 着色料・甘味料等」につきましては、個々についてはいろいろ御意見なり情報が

あるわけでございますけれども、性格といたしましては、意見交換会あるいはＱ＆Ａ、更

には季刊誌、ＤＶＤということで、いろんな形での手段を用いて対応してきているところ

でございます。関心度も高いということで、引き続き、意見交換会も含めて、情報提供を

詰める必要があるのではないかと考えております。 
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 ４ページ「11 いわゆる健康食品等」ということで、個別の品目が挙がってございます

けれども、これにつきましては、企画専門調査会における取扱いについては「Ｄ」という

ことで、自ら評価のテーマとしては、対象から外れているという状況でございます。 

 情報提供の取組といたしましては、季刊誌あるいはモニターのＱ＆Ａということで、個

別品目というよりは、むしろ健康食品全般という形での情報提供ということを食品安全委

員会ではやっているところでございます。 

 あと、意見交換会ということで何か所かでやってございますけれども、これは説明させ

ていただきますと、厚生労働省との共催でやったものでございまして、基本的には健康食

品そのものについては、厚生労働省の方で意見交換会の中で御説明なりをしていただいて、

食品安全委員会の方はその前段として、リスクあるいはリスク分析ということについて意

見交換をしたという役割分担の中でやったということで、やはり基本的には健康食品は、

表示とかが関心の高い分野なのかなということで、なかなか個別の分野について、食品安

全委員会としての情報提供というのは難しい分野ではないかと考えているところでござい

ます。 

 「12 一般的な摂取量と比較して過不足がある場合に、健康食品が懸念されるという意

見が寄せられた物質」ということで、ビタミンＡとか、そういうたぐいでございます。こ

れにつきましては、食品安全委員会のホームページの中でも、ビタミンＡを中心に情報提

供をさせていただいているところでございますが、全般的には食事摂取の問題でございま

すので、むしろ栄養指導の一環という分野での対応なのかなと見られるところでございま

す。 

 あと「13 ジビエ食材のヒトと動物の共通感染症」ということで、野生鳥獣肉等の関係

での感染症との関係ということで御提案がありました。これについては、企画専門調査会

の整理としては情報提供ということで整理されているところでございます。これは食中毒

の中での対応ということで取り組んでいくのかなと考えているところでございます。 

 最後に「14 その他」ということで、その他というグループは、これまで食品安全委員

会で評価をしてきたものと、あるいは順次評価中のものがここで整理されているものでご

ざいまして、それぞれ事案に応じて対応してきているところでございます。 

 中でも食中毒の関係、農薬の関係、遺伝子組換え食品の関係については、モニターのＱ

＆Ａの数を御覧になってもわかりますように、かなり関心度の高いところでございますの

で、意見交換会も含めて、取組をやっているところでございます。 

 また、一番上のもちにつきましては、先ほど御紹介したような窒息事故の関係の評価の
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チラシをつくりましたので、そういったものを活用いただきながら、情報提供をしている

ところでございます。 

 以上、自ら評価の趣旨なり経緯と、それぞれの分野といいますか、提案課題につきまし

ての情報提供の実績なり、現時点での今後の方向の案といいますか、そういったものの御

紹介、御説明をさせていただきました。 

 説明は以上です。 

○阿南座長 ありがとうございました。大変な情報量で、どうやってみんなでこれを本当

に国民の共有のものにしていけるのかというところで、大変な課題なわけですけれども、

是非御意見をお願いしたいと思います。 

 その前に質問がおありであれば、まずは質問をお受けしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 中谷内専門委員、どうぞ。 

○中谷内専門委員 質問なんですけれども、今の議題というのは、何なのかまだよくわか

っていないんですが、この自ら評価案件を選定するプロセスの中で、いろんな食品なり、

物質名が上がってきて、それに関してこういうふうな広報とか取組をしてきましたという

ことで紹介していただきましたね。それに対して、今、我々は何をするんですか。 

○阿南座長 140 件ぐらい自ら評価として希望があったわけなんですけれども、それにつ

いてどうやって情報提供をしていくのか、情報を返していくのかということが、このリス

クコミュニケーター専門調査会にかけられた課題なわけです。 

○中谷内専門委員 では、案件を選ぶとかいうのではなくて、広報の仕方とか伝え方につ

いての話ですね。 

○阿南座長 そうです。 

○中谷内専門委員 わかりました。 

○阿南座長 ほかにいかがですか。近藤さん、どうぞ。 

○近藤専門委員 100 から 100 あまりとか 20 に絞って、最終的に１つか２つになるとお聞

きしましたが、それでよろしいんですか。 

○新本リスクコミュニケーション官 例年であれば、大体そのような形になっているのが

実績でございます。 

○近藤専門委員 残った中で、多分重要だし、国民といいますか、消費者が不安に思って

いる度合いの高いものを選んで、この専門調査会でどうやってリスクコミュニケーション

をやっていくかということになると考えていてよろしいわけですか。今の中谷内先生の質
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問と同じになってしまうかもしれません。 

○新本リスクコミュニケーション官 企画専門調査会におけます議論といたしましては、

このたびの自ら評価の提案といいますのは、各方面での食品の安全性に関する不安といい

ますか、そういったものが反映されているものであろうということで、そういったものは

食品安全委員会としては、単に自ら評価という科学的な評価をするだけではなくて、やは

りそういった国民の不安とか意見にきちんと答える必要があるのではないかと。その１つ

は、情報提供。食品安全委員会の方で科学的な観点からいろんな情報提供をこれまでやっ

てきていますけれども、今回の提案されたものについても、やはりそういった情報提供を

しっかりして、国民からの不安なり意見に対して、きちんと答える必要があるのではない

かという議論が企画専門調査会でございました。それにつきまして具体的にどうやったら

情報提供が国民に対して効果的にいくのかということにつきましては、リスクコミュニケ

ーション専門調査会の方で御議論いただいてはどうかという経過と理解しているところで

ございます。 

○西村総務課長 ちょっと補足してよろしいでしょうか。 

 企画専門調査会での議論の御紹介ですが、自ら評価案件を絞り込んでいくこれまでの作

業というのは、一般に広く国民の方の御意見を聞いてというよりも、事務局の方で幾つか

を選んで、その中からそれぞれの例えば添加物とか化学物質だとかの専門調査会の方に回

して、科学的知見を調べてもらうというものを絞り込むという作業が毎年中心だったんで

すが、今年は広く国民の方から不安に思っているものを出していただこうということで、

百何十か集まったわけです。 

 しかしそうはいっても、もう既に評価が終わっているものとか、あるいは科学的知見が

全然ないものとか、あるいは科学的知見がもうわかっていて、新たに評価をしなければい

けないということではないようなものというのもかなり混じっているわけでございまして、

最終的には、今から調べなければいけないものというのは、そんなに幾つもないかもしれ

ないということで、議論を絞り込んできているわけです。 

 そうは言っても、その他のものについては、これまではもう評価する必要がないといっ

て、×を付けて終わっていたんですけれども、×を付けて単に放ったらかしではなくて、

今年は国民の皆さんが不安に思っているということでかなり出てきているわけですから、

これについては、単に×を付けるだけではなくて、どういうふうに食品安全委員会として

対応していくということをきちんと考えていかなければいけないのではないかということ

で、その部分についてはリスクコミュニケーション専門調査会の御意見を聞いた上で、食
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品安全委員会として、例えば情報提供のやり方、ホームページに載せればいいというもの

もあるでしょうし、あるいはもっとみっちりと意見交換会をやっていくようなものとか、

あるいはその他のやり方もあるのではないかと思うんですが、食品安全委員会として国民

の皆さんからせっかく出していただいたものをきちんと受け止めようと。評価をしないも

のに×を付けて終わりというふうにしないようにしようということで、今回リスクコミュ

ニケーション専門調査会の方に御議論をいただこうということになったということでござ

います。 

○阿南座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 近藤さん、どうぞ。 

○近藤専門委員 重ねて済みません。その品目も 140 から 20 を引いたら 100 以上あるわけ

ですけれども、その中でどれをやるかというのは、どこが決めるんですか。これはリスク

コミュニケーションで強弱をつけて、しっかりやっていった方がいいねという対象物はど

こで決められるんですか。 

○西村総務課長 資料５の下の方に凡例で書いてありますけれども、例えば今「Ａ」とな

っているものの中で「イ」「ロ」「ハ」「ニ」と分けてあって、まだ情報が集まっていな

いので情報収集を行うものと、情報提供を行うところまではきていて、危害要因そのもの

についての情報提供をするものと、そうではなくて、もうちょっと食べ方みたいものを含

めて情報提供をするものなどのバリエーションがあるのではないかというのは、企画専門

調査会の方では分けてあるわけなんですが、これをリスクコミュニケーションという観点

で見るとどういうやり方があるか。例えば濃淡もあるし、百何十全部同じようにやる必要

はないだろうから、この中から選んでやるべきではないかという考え方もあるでしょうし、

あるいはこれを幾つかに分類して、こういうやり方、こういうやり方みたいなものを議論

していくということもあるだろうと思うんです。今日で全部方針が決まるということでは

ないと思いますので、今日はヒントをいただいた上で、それを引き取って、また検討させ

ていただくということでございます。 

○阿南座長 よろしいですか。 

 堀口さん、どうぞ。 

○堀口専門委員 要するに、資料５の左側の項目が 145 とかで出てきたもので、それにつ

いて過去を含め情報提供してきたものが、情報提供の種類別に書いてあって、そこが全く

空欄になっているものは、これまで情報提供がされていないんですけれどもという前提と

いう話でいいんですね。 
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○新本リスクコミュニケーション官 そうです。 

○堀口専門委員 そうしたら、今、145 はこんなものが出て、こういうので一応情報提供

をしていますということをまず国民に知らせるのが第一段階のような気がしましたので、

この資料５が非常にベースになっていて、今回自ら評価の提案を募集したところ、こうい

う項目が出ましたが、これらについて例えばこういう形で情報提供をしてきましたという

のが、まず国民に知らされる話が大前提で、この表は非常によくできていると思っていま

す。 

○阿南座長 では、御意見をいただければと思います。今、堀口先生からは、情報提供を

やってきたものはこうですよということをまずはお知らせすることが先ではないかという

御意見がありましたけれども、いかがでしょうか。 

 中谷内さん、どうぞ。 

○中谷内専門委員 細かな話になるんですけれども、例えば「９ ナノテクノロジー」が

ありますね。一番最近送られてきたアメリカのリスク学会からの雑誌がナノテクノロジー

特集号だったんです。それで先月、アメリカでリスク学会があって、それに行ったら、や

はりナノテク関係のセッションとか発表が多かったです。それを考えると、今後の流れと

しては、食品についてもナノテクは大丈夫かというのが海外発などで日本にも来るかもし

れません。だから自ら評価をするべきだという話ではなくて、例えばＢに書いているよう

な形で、危険があるという情報が確認できないため、評価の対象としないというものをぽ

んと出してしまうと、危険だとわかるまでは野放しかという印象を持たれると非常にまず

いと思うんです。 

 ですから、ナノテクに関して不安を持たれているかもしれませんけれども、それに関し

てはこんな考え方で評価します。こういう感じで管理していますという情報などを伝える

準備をしておいた方がいいかなとそのとき感じました。 

 情報提供の在り方なんですけれども、大きく分けて２つのことを提供すべきだと思いま

す。１つは、今、申し上げた考え方です。もう一つは、実態です。例えばナノテクの食品

を我々は今どういう形で口にしているのか。そもそもしていないのかということですね。 

先ほど意見交換会の話が出まして、私はそれの滋賀のものに参加させていただいて、廣

瀬先生が残留農薬の話をされたんですね。非常にわかりやすい、いい話だったんですけれ

ども、そこではいかに定量的にリスクが評価されていて、どういうふうに規制されている

かということをわかりやすく伝えられていて、考え方はよくわかったんですが、その後の

質疑のときに、どこかの施設で栄養士さんか何かをされている方が、今の話をどうやって
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施設に入っている皆さんに伝えたらいいかということで、いろいろ戸惑いがあるんですけ

れどもということを言っているプロセスの中でわかったのが、そもそも何千というサンプ

ルから残留農薬をチェックしても、年間で出てくるのが２件しかないという実態がまだわ

かっていなかったんです。ですから、それまでの廣瀬先生の話を聞いて、定量的に残留農

薬があっても、こんな感じで安全性が担保されているというのとは別に、そもそも残留農

薬があるようなものを我々は口にしているのかというと、そうでもないんだということが

わからなかったということを、そのとき初めてその方は気がついて、そうだったんですか

ということになったんですね。そのとき私が思ったのは、考え方を伝えるということと、

もう一つは、実態としてどうなのか。例えばこれは遺伝子組換え食品などについても、管

理とか評価の考え方と実態としてどうなのか。両面から伝えていく必要があるんだなと思

います。特にナノテクなどは、それを準備しておいた方がいいのではないかと感じました。 

 以上です。 

○阿南座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 今の中谷内先生の御意見のように、ここの分類というふうにしてお話しいただくと、す

ごくわかりやすいかなと思いますが、いかがでしょうか。例えば１番目の調理器具からの

溶出が懸念される物質について、どのような手段で情報提供をしていけばいいのかという

ことについて、あるいはファクトシートをつくるのかとか、いろんなことがあると思いま

すけれども、そのような御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 近藤さん、どうぞ。 

○近藤専門委員 資料５だけを見ますと、すべての項目で一つひとつＡ～Ｆまで付いてい

ますけれども、議論しなければいけないという気もするんですが、一方、参考資料の方を

見ますと、１件とかがありますね。重みがある１件もあれば、たった１人の人が、言葉を

選びますけれども、情報がない、逆に知識がないために不安に思っているだけのことを、

エネルギーをかけて議論するのもどうかなというところもありますので、例えば農薬とは

とか、添加物とはという形でリスクコミュニケーションをしていかないと、一つひとつの

農薬のこれは安全、これは安全ではないということをやるのは、非常にもったいないなと

いう気がします。 

 ただ、Ａ－イに挙げられているように、個別に議論した方がいいようなものはそうでし

ょうし、科学者の方がこんなものは全く問題ないと思っていても、例えば件数が多いとか、

御心配になっていらっしゃる方が多いとか、昔からいつでも繰り返し毎回いまだにみんな

が心配だと挙げてくるようなものとかについては、やはり繰り返しリスコミをしていく必
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要がある。そういう分類の仕方も必要かなと思います。 

○阿南座長 ほかにいかがでしょうか。近崎さん、どうぞ。 

○近崎専門委員 私も今、近藤さんがおっしゃったことに少し関連するんですけれども、

モニターのＱ＆Ａですごく多い項目がありますね。例えば農薬だったり、食中毒原因微生

物だったり、遺伝子組換え食品であったり、47 件とか 96 件とか、そういうＱ＆Ａの多い

ところに関して力を入れて、広報をする必要があるのではないかと思うんです。 

 そのやり方なんですけれども、前に戻ってしまうんですが、サイエンスカフェというや

り方がすごくいいということが評価からわかるんですが、地方でやるとなると、やはり少

人数なんですね。私も一度岡崎のサイエンスカフェに参加させていただきましたけれども、

食生活改善推進委員の方の団体とか、生協の団体の方が、運営委員にも入られて、プラス

一般の消費者も入られているんですが、やはり人数が少なくなると、そういう地方におい

ては、組織を使ってというか、そういうところの消費者団体とか、食生活に関する団体に

広報をして、そこの中から何人か参加していただくことによって、その組織全体に広がっ

ていくという形をとるというのがいいのではないでしょうか。また、サイエンスカフェで

少人数ですので、質疑応答が自由にしやすい雰囲気で、ある程度本当に納得した段階で、

地域に組織としてのリスコミの広がりが出てくるような気がするので、そのようなやり方

もいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○阿南座長 ほかにいかがでしょうか。西村さん、どうぞ。 

○西村総務課長 企画専門調査会での議論、ないしそれを踏まえて、私どもの方で検討し

ている中で、こういった点はどうなんだろうということで、もし可能であれば御意見をい

ただきたい点が３つほどあります。 

 １つは、資料５でいいますと４ページにございますような健康食品とか、あるいは 12

番にありますような食べ過ぎたりするといけないよというもの。これをどう取り扱うかと

いうことでございます。 

10 番までのものというのは、どちらかというと日常生活の中で食べていて、毒性がどの

ぐらいというもので、いわゆる食品安全上、危ないかどうかというような、通常の議論な

んですけれども、11 番の健康食品というのは、日常的に食べているというよりも、言わば

選んで食べているもの。こういったものに対しては、いわゆる従来の食品安全というのと

ちょっと違う切り口なのかなと思います。 

 12 番のビタミンなどというのは、普通は摂ればいいのでしょうけれども、食べ過ぎると
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よくないという話で、食生活にかかわり、従来の食品安全とちょっと違う切り口なので、

こういったものに対してはどういうアプローチをしたらいいのかということが、ひとつ議

論になっておりました。 

 ２つ目は、やり方の話としまして、例えば資料５でいいますと、意見交換会だとか、季

刊誌だとかいろんな手法があるんですけれども、この中で単にホームページに載せて素人

の人がわかるような情報提供のやり方をするというと、意見交換会を対面でやっていくよ

うなやり方がありますが、例えば物によって、対面がいいものとそうでないものとか、そ

ういうものがあるんだろうかというところです。これまでは、どちらかというと食中毒と

か、そういうものを中心にやってきたようなところもありますし、ここに書いてあるとお

りなのですが、そういった方針があるべきだろうかということがあります。 

 もう一つは、食品安全委員会がどこまでやるのかということ、あるいは国がどこまでや

るのかということで、例えば保健所でありますとか、そういった津々浦々、地域地域でや

っているような組織もあるわけで、一方国の食品安全委員会は出先機関がなく、東京にし

かないわけで、そこがどこまで言わば出張っていってやるのか、あるいはどこまで地方と

協力してやるのか。あるいは単にノウハウだけ提供して、実際に情報提供をするのは地方

組織なり、各地の団体にお願いする方がいいのか。そういった問題もあるのかなというこ

とで、これも少し議論をしていただいたところでございました。 

○近藤専門委員 済みません、２番目の問題点をもう一度お願いします。 

○西村総務課長 ２番目というのは、ホームページなのか、対面なのかということです。

私どもの中で悩んでいるところを御紹介しましたので、もし御議論をいただければありが

たいと思います。 

○阿南座長 堀口さん、どうぞ。 

○堀口専門委員 ホームページの利便性というのは、やはりいつでも、どこでも見られる

というのがあるので、ホームページと意見交換会を比較するという発想はやめた方がいい

かなと思います。ホームページは、やはりアクセス数が悪いところに住んでいても、交換

会が開かれる時間に行けなくても見られるという部分がありますので、それでホームペー

ジが１本あった上で、意見交換はどうするかという話は、また別途かなと思います。 

 意見交換に関しては、今、農水省の遺伝子組換えの農作物については、いわゆるシンポ

ジウム形式みたいな大きいものと、サイエンスカフェみたいな小さいものと両方やってい

たりしますし、どこまで情報を持っている人たちが来ているかによっても、そこの交換会

のやり方というのは工夫をしないと意見は出てこないので、それは別途、今ここで議論す
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るというよりは、実際にそれをやらなければいけないというか、やってみようとかいうと

きに、では具体的に効果的なやり方はどうしたらいいのかというところで、またコミュニ

ケーションの専門の方々などを含めて、御意見をもらってはどうかと思います。 

 今、中谷内先生がナノテクの話をされましたけれども、ナノテクの情報が全くない中で、

意見を交換するというのは絶対無理で、まずは情報を知りたいというところから来ている

と思います。なので、そういうタイミングとかもやはりあるかなと思います。 

○阿南座長 ありがとうございます。 

 新保さん、どうぞ。 

○新保専門委員 科学的な知識がある人と、そうではない一般の国民と、ストレートに同

じにしてしまうというのは初めから無理なんです。今、行政と一緒にということがたくさ

ん出ておりますけれども、これは事業者も巻き込まないと、事業者も今、環境であったり、

食の安全であったりとすごく敏感になって、いろんな学習会をしております。 

昨年、小泉委員長にお越しいただきまして、サイエンスカフェをしました。その対象者

は職員であったので、一般の消費者ではなかったですけれども、その職員がそういう知識

をたくさんいただいて、それをまた今度組合員さんに分けていくという段階を持ったやり

方をしないと、ストレートには無理だと思います。まず一般の主婦は、そう多くの情報と

か知識はありませんので、そこのところは段階を踏みながらの学習会であったり、勉強会

であったりということをやっていかないと、それと事業者を巻き込むということも、少し

考えていただきたいなと思いました。 

○阿南座長 近藤さん、どうぞ。 

○近藤専門委員 今のことに全く賛成でありまして、是非その方法は事業者団体などを使

って、私が言うのも何なんですが、まず食品事業者の社員が正しい知識を持っていないと

いうのがあります。例えば牛であれば、雄雌関わりなく乳が出るぐらい思っている社員も

おります。それぐらいのレベルだということを思っていただいた方がいいのかなと思いま

す。 

 それから、同じ内容をすべての人に同じではなくて、例えば農薬とはそもそもこういう

ものですよというのは、農薬というのは何となく怖いなというのは、一般国民の発想です

ね。例えば化学者は、農薬はどうなんだ、ＡＤＩはどうなんだという辺りの議論をするわ

けで、レベルに合わせてレベルの違う話をしていかなければいけないし、レベルに合わせ

て使うメディアも異なっていくのかなと思います。 

 一般的なメディアで、先ほど堀口さんや山本さんもおっしゃいましたけれども、結構た
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だで使えるアナログの情報誌はいっぱいあるんです。そういうところは逆に情報を欲しが

っている。いろいろな情報が載っていると売りになりますのでね。例えば具体的に言いま

すと、何とかリビングとか、駅でただで持っていけるような住宅案内や就職案内のような

ものがありますね。ああいうところでもうまくやれば、原稿さえ渡せば、ただで載せてく

れるところはたくさんあるはずなので、そういうところは公の力を利用して、是非御活用

いただきたいなと思います。それが非常に簡単なレベルのものであれば、もう一つは、ホ

ームページで丁々発止で科学者同士の議論を載せていくとか、いろいろな方法があると思

いますので、やはりホームページがいいのか、対面がいいのかだけではなくて、これはホ

ームページがいいとか、これは対面がいいとか、これは安いただのメディアを使うんだと

か、いろんな工夫をこれからしていく必要があるのかなと思います。 

言ってみれば、きめ細かく、臨機応変。この辺が一番皆様は不得意だと思いますけれど

も、是非議論をして、知恵を出し合っていければと思います。 

○阿南座長 堀口さん、どうぞ。 

○堀口専門委員 11 番の健康食品の話なんですけれども、独立行政法人の国立健康・栄養

研究所のホームページでたしかいつも流れていますね。あれをやっているから、あれでい

いというふうには安全委員会ではいかないという話ですか。 

あそこのホームページは、多分梅垣先生が毎日リニューアルをして、情報提供をされて

いると思うんですが、あれはあれなんだけれども、安全委員会として、今回また別途とい

う話を考えるということなんですね。 

○新本リスクコミュニケーション官 健康食品については、個別に評価していない中で、

私どもも実は昨日の食品安全委員会に健康食品関連のＱ＆Ａということで報告をして、今、

ホームページに載せているところでございます。おっしゃるとおり、個別論は国立健康・

栄養研究所の健康食品の有効性、安全性情報という成分ごとの非常に簡潔でかつ広範な情

報を整理したものがございまして、そういったもののリンクをＱ＆Ａに張ることによって、

トータルとして情報提供をしているという状況でございます。現時点の健康食品に関する

情報として、やはり実態的にはそういう形での情報提供になっているということで、これ

以上のものをやるとなると、個別の科学的知見がどこまであるかということで、食品安全

委員会らしさをどう出すかという意味では、なかなか個別食品については難しいのかなと

思います。むしろ全般的な健康食品なり、そういった個別成分のリスクのとらえ方といい

ますか、そういったものを情報提供していくという形が、今のところのやり方なのかなと、

今のところは思っております。 
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○堀口専門委員 あそこの組織自体が仕分けにあって厳しくなっているので、あそこと基

盤研と合併するとかしないとか、でも、基本あそこから情報提供されているということな

ので、無理に食品安全委員会としてどうしなければならないみたいなところの優先順位は、

そんなに高くないのかなという気がいたします。 

 12 番の摂取量との過不足も、いわゆる健康増進という考え方の部門の方々が、不足の方

はちょっとあれですけれども、過剰に摂取のところは、これまでも健康増進の分野では、

いろいろ保健師さんとか栄養士さんとかが話をされてきていると思いますので、食品安全

委員会としての優先順位はそこまで高くないのかなという気はしています。 

○阿南座長 いかがですか。 

 ひとつ、健康食品に関して言いますと、高齢者の食品被害などの事故情報で寄せられて

くるものは、健康食品が結構多いんですよ。なので、国民の不安としては、これだけいわ

ゆる健康食品がわっとブームになっている中で、やはり不安感はとても大きいですね。そ

れで食品安全委員会として何かと言われたときに、それなりの期待される答え方というの

はあるような気がするんですよ。そうしてあげないと、確かに国営研のホームページには、

いつも情報がリニューアルされて出ているんですけれども、あれだとあれではないみたい

な感じが、やはり消費者としてはあるのかなと思うんです。なので、そこをどうやってつ

なぐのかというところが、すごく難しいような気もしますけれども、希望としては、やは

り多いのではないかと思います。 

 山本専門委員、どうぞ。 

○山本（唯）専門委員 大変素朴な意見なんですけれども、新聞の広告を見ましても、健

康食品は何種類も入っているんですね。何週間だけ無料だとか、何週間だけ格安でとか、

すごい何種類も入っているので、私などは素朴に、これをお金がたくさんある人はお金の

ままに何種類も飲んだらどうなるんだろうと思いますね。 

○阿南座長 堀口さん、どうぞ。 

○堀口専門委員 そこは既に何をもって買っているかというところが、今年の学会誌に分

析が既に出ていて、要するにどういう広告をして、どういうものに惹かれてみんな買って

いるかとか、私も今、別途やっているんですけれども、医薬品と医薬品ではないものの区

別がほとんどつかない状況になっていたりとかして、あとがん患者さんたちがプラスαで

そういうものを利用しているというのも、がんセンターの先生が研究とかをされてきてい

るので、そういう情報を例えば食品安全委員会としてアップしていくというものは、あり

得るかなと思います。 
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 基本、日本の現状として、研究報告書なり、論文なりが出始めているので、皆さんこう

いうものに惹かれて買っているから気をつけましょうねという感じで出すことは可能かと

思います。 

○阿南座長 ほかにいかがですか。 

 過剰摂取の部分もそういう感じでしょうかね。 

○堀口専門委員 すごく面白いのは、スポーツチームの広告の比較とかをやっているんで

すが、同じお姉さんがビキニ姿で、ポーズが違うだけで医薬品か、医薬品ではないかとか、

そんな感じなんですよ。多分同じ日に撮影しているんだろうなとか思うんですけれども、

今、それは研究費をいただいているので、まとめていきますけれども、まとまってきてい

るそういうもので、皆さんこういう現状で買っているから、引っかからないようにねとい

うことを情報提供していくというのは、１つあり得るかなとは思います。多分、そこは過

剰摂取にもつながっていく部分だと思います。 

○阿南座長 ほかにいかがでしょうか。中谷内さん、どうぞ。 

○中谷内専門委員 今の 12 番の過剰摂取の件ですけれども、これは別の使い道もあると思

うんです。それは何かというと、食品安全委員会のメッセージとしてバランスが大事であ

るとか、すべてのものにはリスクがあるんだけれども、定量的に考えましょうということ

だと思うんです。どちらかというと、その中でハザードとして強いものであっても、暴露

量とか摂取量が低ければリスクは低いですよという面を強調しているんですが、それこそ

バランスを考えると逆のことを言えばいいわけで、つまりカルシウムとか食塩というのは

不可欠なものだけれども、摂り過ぎるとかえって体に悪いではないですかということで、

バランスが大事ですよという例として、こういう不可欠なものでも摂り過ぎはまずいとい

うことをバランスが大事というメッセージの中に潜り込ませれば有効かなと思います。 

具体的な例としては、京都大学の名誉教授の木下先生がこの手の話をされるときに、お

米は主食ですけれども、毎日１升食えと言われたら死にますよとか、そういうちょっと面

白いつかみで話を進めるんですが、その逆のこととして、すごく危ないと言われているも

のでも、ほんのちょっとしか摂取しなければ特に影響はないはずだという話に持って行く

ので、そういう形で使えるかなと思いました。 

○阿南座長 わかりました。 

では、ほかの点でいかがでしょうか。唐木先生、どうぞ。 

○唐木専門委員 堀口さんの先ほどの引っかからないようにというのは、私もそのとおり

だと思いますけれども、引っかからないようにというためには、これは危ないものである
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から気をつけなければいけないという、“危ないものである”というところが必要なわけ

ですね。それがあるかどうか。それがないから困っているということで、引っかからない

ようにとはなかなか言えないんですよ。 

○堀口専門委員 勿論、引っかからないというか、こういうものに寄せられてみなさん御

購入されていますというものは、今、言っていることを拡大解釈する必要もないと思うん

です。中谷内先生が言われたバランスの話と対の話ではないかと思うんです。 

○唐木専門委員 それもそのとおりなんですけれども、いろんな人がこれを飲めばいいと

信じて飲むという愚行権というのがあるんです。そこまで言ってしまうと、これはなかな

か難しい議論になるんですね。 

○阿南座長 食品安全委員会のメッセージをつくるのは、とても難しいですね。 

 近藤さん、どうぞ。 

○近藤専門委員 若干関係者なので、非常に発言が難しいんですけれども、健康食品の場

合、消費者委員会でも議論しているように、怪しげなものをいかがわしいやり方で売って

いる。これを規制するというのは、多分食品安全委員会の仕事ではないと思うんです。そ

の話と、先ほどおっしゃったように、たくさん買って大量に摂取しても、例えばビタミン

Ａを大量摂取したら害があると言っても、毎日 50 粒ずつ飲むということは、例えば毎日１

瓶飲むとか、普通はあり得ない。通常考えられる程度の過剰であれば害はないというレベ

ルには、普通の会社であれば、それは安全性を確認して販売されていると思うんです。通

常の過剰であればね。仮に安全であっても、お金があまりないにもかかわらず、高いもの

を宣伝に惹かれて大量に買っていると。それはおかしいではないかというのは、やはりこ

この議論ではないような気がするんです。 

 そうすると、何が問題かというと、やはり中谷内先生がおっしゃったように、サプリメ

ントに限らず、体によいものでも、摂り過ぎたらやはりデメリットはあるんですよという

話でしか、食品安全委員会では持っていけないのかなと。この広告がけしからぬとか、大

量に買わせるような世の中の在り方がけしからぬというのは、科学を議論する食品安全委

員会のリスコミではないのかなという気はいたします。 

○堀口専門委員 私も全く同等で、ただ、こういう報告書がありますよとかというのを資

料としてリンクを張るなりというのは、あるのではないかなと思います。それは論文にな

っているもの限定ですけれどもね。それをするかしないかというのは、勿論しなさいとい

う話でもありませんし。 

○阿南座長 では、そろそろ時間ですけれども、ほかにこれに関して御意見がございまし
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たら、どうぞ。よろしいでしょうか。 

 もう一回議論するチャンスはありましたか。 

○新本リスクコミュニケーション官 ３月になるかどうかあれですけれども、企画専門調

査会での御議論もあろうかと思いますので、次回にその後の検討状況については、御報告

したいと考えております。 

 

議 事 （３）その他 ：食 品 安 全 モニター課 題 報 告 「食 の安 全 性 に関 する意 識 等 について」 

○阿南座長 よろしくお願いいたします。 

 では、最後に議題３「その他」ということで、食品安全モニターを対象とした食品の安

全性に関する意識調査の結果がとりまとめられたということですので、事務局から御報告

をお願いいたします。 

○原嶋勧告広報課長 それでは、資料７に基づきまして御報告を申し上げます。 

 この調査は、食品安全モニターの方々を対象に毎年行っているものでございまして、昨

年度は８月６日～８月 27 日までの間に、食品安全モニター470 名の方を対象に実施したも

のでございます。 

 簡単に、まず全体的な状況についてです。 

 １ページ目は、全体として安全性に対して疑問を感じるかどうかということについてで

すが、環境問題や自然災害、犯罪等に比べると低いものの、交通事故等よりは若干高い数

字が出ているところでございます。 

 ただ、一昨年度の平成 21 年度調査に比べると、やや不安度は減ってきているという結果

となっているところでございます。 

 ２ページ目は、今回調査で「非常に不安である」「ある程度不安である」という回答の

比率が高かったものとしては、有害微生物による食中毒、農薬、家畜用抗生物質等のもの

が挙げられているところでございます。 

 ５ページ目は、グラフで、安全性についての科学的な根拠について疑問であるので不安

であるという回答と、一方で、逆に安全性について科学的根拠に納得したので不安でない

というものについて、それぞれの物質ごとに見たものでございます。この中で遺伝子組換

え食品や体細胞クローン家畜由来食品、いわゆる健康食品などにつきましては、科学的根

拠に納得したから不安でないという御意見より、根拠に疑問があるので不安であるという

ものが高くなっています。 

 また、一方で食品添加物や農薬等につきましては、科学的根拠があるので不安だという
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意見より、不安でないという意見の方が高いという数値を示しているところでございます。 

 ５ページの下の方のグラフは、行政による規制、管理が十分であるから不安でないとい

う御意見と、不十分だから不安だという御意見をそれぞれ物質ごとに分けたものでござい

ます。すべての品目について、行政による規制が十分であるので不安でないという意見の

方が高くなっているところであります。ただ、品目を見てみますと、遺伝子組換えや体細

胞クローン家畜由来食品では、不安でないという意見が、ほかのものに比べると低い数値

を示している結果になっているところでございます。 

 ６ページは、行政ではなくて、事業者がしっかりやっているので不安でないという意見

と、不十分なので不安だという意見を並べたものでございます。これにつきましては、行

政の方とは逆に、不安だという意見、要するに事業者は不十分なので不安だという意見の

方が、全般的に高い数値を示しているところでございます。特に不安だという意見として

は、有害物質や農薬等が高くなっているところでございます。 

 ７ページは、今までとはちょっと違いまして、食品の安全性に関する情報をどうやって

入手しているかということについてお聞きしたものです。 

 まず一番多いのは、やはり新聞でありまして、食品安全モニターの方ということもあり

ますが、２番目として食品安全委員会、３番目としてテレビという順で情報源としている

ということが回答として寄せられているところでございます。 

 ８ページでは、信頼度ということです。これも食品安全モニターの方ということもあり

ますけれども、食品安全委員会が非常に高くて 70％以上の人が信頼できる。その次には新

聞、厚生労働省、専門書・学術書等、大学・研究機関・研究所という形になっているとこ

ろでございます。 

 11 ページ、食品安全の情報源としましては、食中毒予防の情報源としては、新聞が一番

高くて、その次はテレビ、保健所等の地方自治体で、その次が食品安全委員会、その次が

専門書・学術書等という順番になっているところでございます。 

 最後、15 ページを御覧いただきたいと思います。これは食品の安全を守る仕組みが存在

したとしても、食品に対する不安があるという回答割合が高かった理由を述べたものです。 

 一番高かったのは、科学には限界があり、未知の問題が生じえるからという答えでござ

います。 

 その次が、複数の物質が互いに作用して生じる影響というものがあるのではないかとい

うことで、不安だと。 

 その次が、食品の衛生管理の不備から発生する食中毒など。 
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 もう一つは、ルールの設定や監視などの措置がきちんと行われていないからではないか

というものが挙げられているところでございます。 

 簡単ですが、以上、御報告を申し上げました。 

○阿南座長 ありがとうございました。では、今の御説明について御意見がありましたら

お出しください。いかがでしょうか。 

 最後の「科学には限界があり、未知の問題が生じ得るから」というのは、わからないで

もないわけですが、何かどうも日本の科学の発展というか、もう少しきちんと力を入れて、

科学が信頼されるような状況に早くしないといけないのかなという感想を持ちました。 

 築地原専門委員、どうぞ。 

○築地原専門委員 ５ページの上の表、科学的な根拠に疑問・納得で、特にここで私ども

に関わりがありますのは、農薬とかＢＳＥ、遺伝子組換え、クローン、肥料・飼料なんで

すが、やはり不安が高いところですね。ここは科学的知見が整理されているにもかかわら

ず、これが出ているというのは、やはり先ほどの議論にもありますけれども、やはり情報

提供も含めて、ホームページがベースになると思うんですが、きめ細かな意見交換会も含

めてやるとか、そこをしっかり丁寧にやっていく必要があるのではないかと思います。 

恐らく一般の方は、モニターの方以上にこれが大きく出ている可能性があるのではない

かと思いますので、非常にこれは参考になりますし、意外だったのは、肥料とか餌がこん

な実態だというのは、過去はどうだったのか。今回と比較して、ここら辺の割合がどう出

ているのか。もし手元に資料があれば、特に肥料と餌ですね。私は意外だったんですが、

農薬の方はかなり安心の方が高かまっているんだけれども、もし肥料と餌の関係で過年度

の比較がもしございましたら、御紹介いただければと思います。よろしくお願いします。 

○原嶋勧告広報課長 お手元の参考資料６が、今回のモニター報告のもう少し詳しいバッ

クデータのようなものでございまして、その 10 ページに不安の程度というのが、経年変化

として載っているところでございます。 

○阿南座長 肥料と飼料ですね。 

○原嶋勧告広報課長 ただ、すべて載っているわけではなくて、御指摘の肥料・飼料等は

単年度しか載っていない。今回調査ということで、すべてわかるものではありませんけれ

ども、全般的な状況としては、10、11 ページのグラフを見ていただくとわかるのではない

かと思います。 

 全般的に見ていただいてわかりますように、近年になるほど、不安であるという比率は

若干低下傾向にあるように見られるのではないかと思います。 
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○築地原専門委員 ありがとうございます。 

○阿南座長 肥料・飼料は今年やったということですね。 

○原嶋勧告広報課長 はい。 

○阿南座長 では、ほかにございますか。畑江委員、どうぞ。 

○畑江委員 すみません、最後の 15 ページです。これは食品安全モニターの方のアンケー

トにもかかわらず、食品の安全性に関する科学的評価が中立公正に行われているか不安だ

からと書いてあるのは、まさにリスクコミュニケーションの問題の最たるものではないか

と思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○阿南座長 同感ですね。 

○原嶋勧告広報課長 確かにそういう御意見の方もそれなりにいらっしゃるということが

ありますので、その点はおっしゃられたとおり、しっかりやっていかなければいけない点

かなと思います。 

○阿南座長 堀口さん、どうぞ。 

○堀口専門委員 不安だから食品安全モニターに応募してきているんではないですか。そ

れで真っ先に情報をきちんと自分としても目を光らせたいというのがあるのではないです

か。モニターさんというのは、直接食品安全委員会とやりとりができるということなので、

そういうところで公正ではないと本人が感じれば、きちんとそれを言えるというところも

あって、モニターになっているのではないかと思ったんです。 

○阿南座長 では、今度モニター会議で直接意見を聞いた方がいいかもしれませんね。そ

れについて御指摘くださいと聞けば、皆さんおっしゃるんではないですか。 

 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 では、本日予定しておりました議題は以上でございますが、その他、事務局から何かご

ざいますでしょうか。 

○新本リスクコミュニケーション官 特にはございません。 

○阿南座長 では、次回の日程については、事務局を通じて調整させていただいて、改め

て連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして「リスクコミュニケーション専門調査会」を閉会いたします。大変あ

りがとうございました。 

 

                                     以上 


